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の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、
納

期
限
を
迎
え
る
前
の
保
険
料
で

す
。
減
免
の
要
件
な
ど
、
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◯
臨
時
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

時
７
月
８
日
（
木
）～
21
日
（
水
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

所
ア
ウ
ガ
６
階
会
議
室

問
介
護
保
険
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
６
５
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

　

７
月
13
日（
火
）に
、
納
税
（
入
）

通
知
書
等
を
送
付
し
ま
す
。
年
度

内
に
納
付
方
法
が
変
更
と
な
る
か

た
に
は
、
納
税
（
入
）
通
知
書
と

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
の
両
方
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

◯
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
影
響
を
受
け
た
か
た
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
主
た
る
生
計
維
持

者
の
事
業
収
入
等
の
減
少
等
が
見

込
ま
れ
る
世
帯
は
申
請
に
よ
っ
て

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◯
納
付
が
困
難
な
と
き
は
ご
相
談
を

　

失
業
、
倒
産
、
災
害
な
ど
特
別

な
事
情
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難
な

と
き
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
申
請

に
よ
っ
て
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◯
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

に
よ
り
青
森
市
に
転
入
さ
れ
た

か
た
へ

　

申
請
に
よ
っ
て
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
※
令
和

２
年
度
に
減
免
を
受
け
た
か
た

令
和
３
年
度
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
税（
入
）通
知

書
等
を
送
付
し
ま
す

で
、
引
き
続
き
減
免
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
め

て
申
請
が
必
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
の
申
請

を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
要

件
や
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

は
、
原
則
、
納
期
限
の
過
ぎ
た
期

別
の
税
額
は
減
免
対
象
か
ら
除
か

れ
る
た
め
、
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
災
害
、
疾
病

等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
納
期

限
の
過
ぎ
た
期
別
の
税
額
も
減
免

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◯
臨
時
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

時
７
月
14
日
（
水
）～
８
月
２
日

（
月
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後

６
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

所
７
月
14
日（
水
）～
30
日（
金
）

ア
ウ
ガ
６
階
会
議
室

　

８
月
２
日（
月
）駅
前
庁
舎
１
階

国
保
医
療
年
金
課
８
番
窓
口

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
０
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

令
和
３
年
度

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

等
を
送
付
し
ま
す

　

７
月
６
日（
火
）に
、
介
護
保
険

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
令
和
３
年
度
介
護
保
険
料
納
入

通
知
書
等
を
送
付
し
ま
す
。
内
容

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◯
介
護
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に

　

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
化
が

進
む
な
か
、
介
護
の
負
担
を
社
会

全
体
で
支
え
合
う
た
め
の
制
度

で
す
。

　

特
別
な
事
情
が
な
く
介
護
保
険

料
を
滞
納
す
る
と
、
将
来
介
護
が

必
要
と
な
っ
た
と
き
に
、
保
険
の

給
付
が
制
限
さ
れ
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
時
の
負
担
が
大
き
く
な
り

ま
す
。

　

納
入
通
知
書
で
納
め
る
か
た

は
、
納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◯
介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

　

経
済
的
理
由
な
ど
で
生
計
維
持

が
困
難
な
か
た
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
よ
り
世
帯
の
主
た
る
生

計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な

傷
病
を
負
っ
た
か
た
・
事
業
収
入

等
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
か
た

は
、
申
請
に
よ
っ
て
介
護
保
険
料

介護保険課　寺山

郵便が届きましたら

ご確認ください。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
市
税
等
の

お
支
払
い
が
困
難
な
か
た
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
伴
い
、
収
入
が
減
少
し

た
等
の
事
情
に
よ
り
、
市
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
お
支

払
い
が
納
期
限
ま
で
に
困
難
な
場

合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１
）

公
園
を
利
用
す
る
場
合
の

注
意
点

　

公
園
を
利
用
す
る
際
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

①
体
調
が
悪
い
と
き
は
利
用
を
控

え
る

②
時
間
・
場
所
を
選
び
、
譲
り
合
う

③
人
と
人
と
の
間
を
空
け
る
（
最

低
１
ｍ
）

④
こ
ま
め
な
手
洗
い
を
す
る

問
公
園
河
川
課

　
（
☎
017
―
752
―
８
３
４
２
）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば
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７
月
の
専
門
相
談

◆
予
約
が
不
要
な
相
談

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室
（
駅

前
庁
舎
１
階
）

　
☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
人
権
相
談　

時
５
日（
月
）・
19
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
行
政
相
談　

時
１
日（
木
）・
８
日

（
木
）・
15
日（
木
）・
29
日（
木
）午
前

10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
５
日（
月
）・

13
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
１
日（
木
）・
８

日（
木
）・
15
日（
木
）午
前
10
時
～

午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
27
日

（
火
）午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
５
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
９
日（
金
）・

16
日（
金
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

◆
予
約
が
必
要
な
相
談

●
法
律
相
談　

時
12
日（
月
）・
26
日

（
月
）午
後
１
時
～
３
時　

人
各
５

人
（
申
込
順
）
申
生
活
安
心
課
☎

017
―
734
―
５
２
５
０
へ
電
話
予

約
。
12
日
分
は
１
日
か
ら
、
26
日

分
は
13
日
か
ら
受
付
（
午
前
８
時

30
分
～
）
※
相
談
は
１
回
ま
で

各
種
相
談

　いじめ、体罰など子どもの権利侵害に関する相談に応じます。悩んでいること
や心配なことを話してみませんか？秘密は守ります。相談しやすい方法でご相談
ください。

窓 口　駅前庁舎３階 子育て支援課内
電 話　☎0120－370－642（フリーダイヤル）　ＦＡＸ　017－763－5678
受付時間　原則、月～金曜日 10：00～18：00
手　　紙　〒030－0801 新町一丁目３－７ 
　　　　　子どもの権利相談センター宛
メ ー ル　ao-kodomokenri@city.aomori.aomori.jp

子どもの権利相談センター子どもの権利相談センター

不
法
投
棄
や
屋
外
で
の
焼

却
行
為
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
環
境
汚

染
に
も
つ
な
が
る
重
大
な
犯
罪
で

す
。
ま
た
、
屋
外
で
の
ご
み
の
焼

却
行
為
も
原
則
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
も
５
年
以
下
の
懲
役
、

若
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金

（
法
人
の
場
合
は
３
億
円
以
下
）、

ま
た
は
そ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
み
は
、
市
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
私
有
地
は
所
有
者
等
の

か
た
に
管
理
責
任
が
あ
り
ま
す
。

不
法
投
棄
を
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

定
期
的
に
見
回
り
を
行
う
な
ど
適

切
な
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
廃
棄
物
対
策
課

　
（
☎
017
―
723
―
５
３
７
１
）

下
水
道
未
整
備
地
域
等
の
合

併
処
理
浄
化
槽
設
置
を
補
助

　

下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
施
設

が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で

の
、
単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取

便
所
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の

転
換
設
置
等
の
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

補
助
限
度
額

・
５
人
槽
…
35
万
２
千
円

　

（
※
指
定
区
域
42
万
円
）

・
６
～
７
人
槽
…
44
万
１
千
円

　

（
※
指
定
区
域
52
万
５
千
円
）

・
８
～
10
人
槽
…
58
万
８
千
円

　

（
※
指
定
区
域
70
万
円
）

問
廃
棄
物
対
策
課

　
（
☎
017
―
718
―
１
０
８
６
）

事前に申込みが
必要です。

掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、５月10日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
掲載の内容は、６月７日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
１

日（
木
）・
15
日（
木
）午
前
９
時
～

午
後
３
時

問
浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
納
付
相
談

　

市
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
相
談

を
受
付
。
電
話
相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

　

（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

時
７
月
14
日
（
水
）・
15
日
（
木
）・
19

日
（
月
）・
20
日
（
火
）・
26
日
（
月
）

～
29
日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　

（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１
）

時
７
月
27
日（
火
）～
30
日（
金
）

遺
言
・
相
続
・
成
年
後
見
制
度

利
用
等
に
関
す
る
無
料
相
談
会

　

遺
言
・
相
続
な
ど
の
相
談
に
行
政

書
士
が
お
答
え
し
ま
す
。

時
７
月
７
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分

所
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
カ
ダ
ー
ル

研
修
室
（
ア
ウ
ガ
５
階
）

申
当
日
直
接
会
場
へ
（
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
し
ま
す
）

問
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
青
森
県
支
部

　
（
☎
017
―
742
―
１
１
２
８
）

定
例
労
働
相
談
会

　

労
働
者
・
事
業
主
が
無
料
で
受
け

ら
れ
る
労
働
相
談
会
。

時
７
月
18
日（
日
）午
前
10
時
30
分
～

午
後
０
時
30
分
、
８
月
３
日（
火
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

所
青
森
県
労
働
委
員
会
（
東
奥
日
報

新
町
ビ
ル
４
階
）

申
問
青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（
☎
017
―
734
―
９
８
３
２
）
へ

廃棄物対策課　小山内

市
か
ら
の
重
要
N
E
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ば


